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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被解体動物体の製品（１２）における赤身組織構造（１６）を非接触で識別する装置（
１０）であり、搬送方向（Ｆ）に製品（１２）を連続的に搬送する搬送装置（１１）、面
状照射野（３１）を生成するように構成し、面状照射野（３１）から製品（１２）の搬送
方向（Ｆ）に対して横断方向に走る光線を形成するように設計、適合した光源（１３）、
赤身組織構造（１６）を識別する検出装置（１４）であって、製品（１２）による反射光
の一部（３２）を記録する少なくとも１個の光学センサ手段を含む検出装置（１４）を含
む装置（１０）であって、光源（１３）を、赤外光源として構成し、光源（１３）を、面
状照射野（３１）の平面を、９０°未満の照射野角度（α）だけ搬送方向（Ｆ）に対して
傾斜させ、
　光源（１３）と光センサ手段を、搬送方向（Ｆ）に離隔して配設し、
　検出装置（１４）を、製品（１２）による反射光の一部（３２）を、搬送方向（Ｆ）に
対して９０°未満の視野角（β）で記録するように配設し、
　光源（１３）と検出装置（１４）を、照射野角度（α）が視野角（β）より大きくなる
ように配設し、
　前記検出装置（１４）を、搬送方向（Ｆ）で、光源（１３）の下流に配設することを特
徴とする、装置。
【請求項２】
　光源（１３）を、線状レーザとして設計することを特徴とする、請求項１に記載の装置
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。
【請求項３】
　光源（１３）の波長を、６００ｎｍ～１２００ｎｍとすることを特徴とする、請求項１
又は２に記載の装置。
【請求項４】
　検出装置（１４）を、複数の個別画像を記録するように設計、適合することを特徴とす
る、請求項１乃至３の何れか一項に記載の装置。
【請求項５】
　検出装置（１４）は、赤身組織構造（１６）領域と製品（１２）の他の製品領域（３３
）との間の境界線を、個別画像に基づいて決定するように設計、適合する分析手段を含む
ことを特徴とする、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　分析手段を、境界線を決定するために、個別画像において、同じ光強度の線を検出する
ように設計、適合することを特徴とする、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　被解体動物体の製品（１２）から赤身組織構造（１６）の条片（２０）を除去する構成
であり、製品（１２）における赤身組織構造（１６）を非接触で識別する装置（１０）、
製品（１２）から赤身組織構造（１６）を部分的に又は完全に除去する切断装置（２１）
、赤身組織構造（１６）を非接触で識別する装置（１０）を用いて決定した領域に沿って
切断装置（２１）を制御するように適合、設計した制御装置を含む構成であって、製品（
１２）における赤身組織構造（１６）を非接触で識別する装置（１０）を、請求項１乃至
６の何れか一項に従い、設計した装置。
【請求項８】
　切断装置（２１）を、製品（１２）に対して移動可能に設計することを特徴とする、請
求項７に記載の装置。
【請求項９】
　切断装置（２１）は、少なくとも１個のアクチュエータを含み、該アクチュエータを用
いて、切断装置（２１）を、製品（１２）から赤身組織構造（１６）を部分的又は完全に
除去するよう制御可能に適合させることを特徴とする、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　切断装置（２１）を高さ調節可能に設計、適合し、それにより製品（１２）における切
断装置（２１）の没入深さを、製品（１２）から赤身組織構造（１６）を部分的又は完全
に除去するのに、可変に設計することを特徴とする、請求項７乃至９何れか一項に記載の
装置。
【請求項１１】
　被解体動物体の製品（１２）における赤身組織構造（１６）を非接触で識別する方法で
あって、該方法は：
　－搬送方向（Ｆ）で検査領域（３０）を通して製品（１２）を連続的に輸送するステッ
プ、
　－光源（１３）の面状照射野（３１）を用いて製品（１２）を照明して、製品（１２）
の搬送方向（Ｆ）に対して横断方向に走る光線を形成するステップ、
　－検出装置（１４）の光学センサ手段を用いて、製品（１２）による反射光の一部（３
２）を記録するステップを含む方法であって、
　光源（１３）を、赤外光源として設計し、搬送方向（Ｆ）に対する面状照射野（３１）
の平面を、９０°未満の照射野角度（α）だけ傾斜させ、製品（１２）による反射光の一
部（３２）を、搬送方向（Ｆ）に対して９０°未満の視野角（β）で記録し、照射野角度
（α）を、視野角（β）より大きくし、
　前記検出装置（１４）を、搬送方向（Ｆ）で、光源（１３）の下流に配設することを特
徴とする、方法。
【請求項１２】
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　複数の個別画像を、検出装置（１４）を用いて、各製品（１２）毎に記録することを特
徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　個別画像に基づいて、分析手段を用いて、境界線を、製品（１２）の赤身組織構造（１
６）の領域と製品（１２）の他の製品領域（３３）との間で決定することを特徴とする、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　同じ光強度の線を、分析手段を用いて、境界線決定用個別画像において決定することを
特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被解体動物体の製品における赤身組織構造を非接触で識別する装置に関する
。また、本発明は、被解体動物体の製品における赤身組織構造を非接触で識別する方法、
及び被解体動物体の製品から赤身組織構造の条片を除去する構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかる装置、方法及び組立体は、被解体動物体を生産加工する様々な産業分野において
、例えば、魚、肉又は家禽製品を加工する際に、特に魚の切り身を加工する際、例えば、
カツオといったマグロ族の魚を加工する際に、使用される。赤身組織構造は、通常血合い
が濃い組織の種類で、他の組織から目立つ。例えば、上記赤身組織構造は、血合いが濃い
筋肉質の肉を含む。
【０００３】
　被検品、例えば魚の切り身を照明し、製品組成物に関する結論を引き出すために、検出
装置を用いて、該製品において、特に半透明な製品において部分的に反射した放射線又は
散乱した放射光を検出することが、知られている。半透明な製品の特性を非接触で識別す
る装置及び方法は、例えば、ドイツ国特許第１０　２００８　０１３　５２５　Ｂ４号（
特許文献１）において説明されている。
【０００４】
　確かに、そうした既知の装置及び方法を用いて、異物及び／又は異なる種類の組織を検
出可能であるが、異なる種類の組織間では区別されず、そのためこうした既知の装置及び
方法は、特定の種類の組織を識別する、特に血合いの濃い組織を識別するのに適していな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ドイツ国特許第１０　２００８　０１３　５２５　Ｂ４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、製品における異なる種類の血合い組織を確実に識別、区別可
能にする装置を提案することである。また、目的は、対応する方法を提案することである
。更に、目的は、製品から特定の種類の組織を自動的に除去することを確実に保証する構
成を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を、本明細書でこれまでに記載した種類の装置によって達成するが、該装置は
、搬送方向に製品を連続的に搬送する搬送装置、面状照射野を生成するように構成し、面
状照射野から製品の搬送方向に対して横断方向に走る光線を形成するように設計、適合し
た光源、製品から反射した光の一部を記録する少なくとも１個の光学センサ手段を含む、
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赤身組織構造を識別する検出装置を含み、光源を、赤外光源として設計し、面状照射野の
平面を、９０°未満の照射野角度だけ搬送方向に対して傾斜するように、光源を配設する
。使用する赤外光は、赤身組織構造領域では、製品の他の組織成分と比べて、より強力に
製品に吸収される。その差は、赤身組織構造と他の組織との間では特に大きくなるため、
赤身組織構造を有する領域を、精確に且つ信頼性高く識別できる。従って、本発明は、原
則として、赤身組織構造、例えば血合いが濃い組織、特に血合い肉を識別するのに適して
いる。また、損傷した組織領域、例えば傷んだ領域を、他の組織構造又は製品領域から、
区別することもできる。
【０００８】
　本発明の更なる好都合な実施形態は、光源と光学センサ手段とを、搬送方向に離隔して
配設することを特徴とする。その結果得られる、製品に対する光源と光学センサ手段の構
成により、製品の高さ外形又は高さ輪郭を検出することもできる。
【０００９】
　本発明の更なる有利な実施形態によると、検出装置を、製品による反射光の一部を、搬
送方向から９０°未満の視野角で吸収するように配設する。これは、製品上で搬送方向に
対して横断方向に走る光線が、製品表面の凹凸によって部分的に遮断されないという利点
を提供する。従って、光線を、間隙や中断なしに、製品表面の凹凸とは殆ど無関係に、検
出装置によって検出できる。
【００１０】
　本発明の好適実施形態は、光源と検出装置とを、照射野角度が視野角より大きくなるよ
うに配設することを特徴とする。これは、検出装置によって視野角で吸収する反射光部分
が、製品表面の凹凸では遮断又は遮蔽されないため、如何なる場合でも反射光部分は、妨
害されずに検出装置に到達するという利点を提供する。
【００１１】
　本発明の更なる好適実施形態は、検出装置を、搬送方向で光源の下流に配設することを
提案する。また、この構成でも、製品上の光線を、面状照射野から連続的に、且つ表面の
凹凸とは無関係に形成することを保証できる。　
【００１２】
　更なる好適実施形態によると、光源を、線状レーザとして構成する。線状レーザは、一
方では、製品を高強度の光に露出して、光が、それに応じて製品内に遥かに深く浸透する
という利点がある。これは、下層にある組織構造、例えば、血合い肉領域を識別又は区別
可能にする。他方では、線状レーザからの光を、強力に集中させるため、光線を、製品上
で極力狭い形状にできる。つまり、線状レーザで、強力に集中させた光線を、極力狭い面
状照射野で達成できるため、光線は、高強度且つ強力に集中して製品に当る。これは、赤
身組織構造を識別する際に局所解像度が高くなり、赤身組織構造と製品の他の種類の組織
及び／又は更なる成分とを区別する際に極めて感度が良くなるという利点を提供する。
【００１３】
　本発明の更なる好都合な実施形態は、光源の波長を、６００ｎｍ～１２００ｎｍとする
ことを特徴とする。更に好適には、光源の波長を、６５０ｎｍ～９００ｎｍとする。赤身
組織構造の吸収特性が特に顕著なために、波長６５０ｎｍ～９００ｎｍの光は、強力に吸
収され、それにより製品に散在する又は反射する光の一部が、比較的大きく減衰される。
この理由で、赤身組織構造領域で製品について検出装置が分析する線幅は、他の領域より
かなり狭幅となるが、これは赤身組織構造において光線が強度に減衰することで、光散乱
範囲もそれに応じて多いに減少するためである。入射光線の吸収がかなり少ない他の領域
では、散在範囲がかなり大きいため、これらの領域での光線の線幅がそれに応じて広くな
る。異なる線幅に基づいて、赤身組織構造を確実且つ精確に識別することが可能である。
【００１４】
　本発明の更なる好適実施形態によると、検出装置を、複数の個別画像を受信するように
設計、適合する。つまり、検出装置を、製品に関する複数の画像、又は製品上に存在する
光線を周期的に記録するように構成、設計する。このように、製品の輪郭経路を検出し、
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それにより赤身組織構造の位置を、製品全長に亘り決定する。
【００１５】
　本発明の更なる好都合な実施形態は、検出装置が、赤身組織構造の領域と、製品の他の
製品領域との境界線を、個別画像を基に決定するように設計、構成する分析手段を含むこ
とを特徴とする。これは、検出装置を、赤身組織構造と他の領域との境界を決定するよう
に設計、適合するという利点を提供する。境界線は、例えば、次に製品を加工するための
切断線としての役割を果たすことができる。
【００１６】
　本発明の更なる有利な実施形態によれば、個別画像内で同じ光強度の線を決定する分析
手段を、境界線を決定するように設計、適合する。等照線として知られる、同じ光強度の
光線又は線経路は、従って、境界線を決定する開始基準（ｓｔａｒｔｉｎｇ　ｂａｓｉｓ
）になる。このように、光強度の閾値を特定することによって、赤身組織構造周りの境界
線で区切られた領域を様々に調節することが更に可能になる。光強度の閾値は、境界を検
出又は決定する赤身組織構造からの位置又は距離を事前に規定する役割を果たす。つまり
、公差範囲を、赤身組織構造の成分が、製品において境界線で標示された領域外には全く
存在しないことを保証するように設定できる。
【００１７】
　また、この目的を、本明細書で前述した種類の構成で達成するが、該構成は、製品にお
ける赤身組織構造を非接触で識別する装置、製品から赤身組織構造を部分的又は完全に除
去する切断装置、赤身組織構造を非接触で識別する装置を用いて決定した領域に沿って、
切断装置を制御するように適合、設計する制御装置を含み、製品において赤身組織構造を
非接触で識別する装置を、請求項１～１０の何れか一項に従い構成する。本発明による構
成を用いて、製品から赤身組織構造を、完全に自動的、確実、精確に除去することが、初
めて可能となる。
【００１８】
　更なる好適実施形態によると、切断装置を、製品に対して可動に構成する。これは、連
続的に搬送する製品の１つが通過中に、切断案内部を、決定した赤身組織構造の領域又は
境界線に精確に適合させるために、切断装置を、製品に接近させたり、製品内に入れたり
できる、という利点を提供する。
【００１９】
　本発明の更なる好都合な実施形態では、切断装置は、少なくとも１個のアクチュエータ
を含み、該アクチュエータを用いて、切断装置を、製品から赤身組織構造を部分的又は完
全に除去するように制御可能に構成することを特徴とする。アクチュエータを用いること
で、切断装置の位置を、制御装置を用いて調節可能に構成し、それにより赤身組織構造を
、完全に自動で、再手作業なしに理想的に除去する。
【００２０】
　本発明の更なる好適実施形態によると、製品から赤身組織構造を部分的又は完全に除去
するのに、切断装置の製品における没入深さを可変に構成するように、切断装置を、高さ
調節可能に設計、適合する。没入深さを可変に構成することによって、即ち、例えば切断
装置の切断縁部をどのくらい深く製品内に入れるかを測定することによって、赤身組織構
造を除去する際の製品の高さ外形を、考慮でき、その結果、残りの製品から赤身組織構造
を完全に分離する又は部分的に除去することを、極めて精確に行える。
【００２１】
　この目的を、本明細書で前述した種類の方法によって達成することもでき、該方法は、
搬送方向で検査領域を通して製品を連続的に輸送するステップ、光源の面状照射野で製品
を照明して、製品の搬送方向に対して横断方向に走る光線を形成するステップ、検出装置
の光学センサ手段を用いて、製品による反射光の一部を記録するステップを含み、光源を
、赤外光源として構成し、搬送方向に対する面状照射野の平面を、９０°未満の照射野角
度だけ傾斜させる。本発明による装置に関連して、以上で既に詳細に説明したような、本
発明による方法は、製品における赤身組織構造を確実に精確に識別するという利点を提供
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する。
【００２２】
　本発明の好適な実施形態によると、製品による反射光の一部を、搬送方向に対して９０
°未満の視野角で記録する。これは、製品上で搬送方向に対して横断方向に走る光線が、
製品表面の凹凸によって部分的に遮断されないという利点を提供する。従って、光線を、
間隙や中断なしに、製品表面の凹凸に殆ど無関係に、検出装置で検出できる。
【００２３】
　本発明の更なる有利な実施形態は、照射野角度を、視野角より大きくする点で、優れて
いる。これは、視野角で検出装置によって記録した反射光部分は、製品表面の凹凸によっ
て遮断や遮蔽できないため、反射光部分は、如何なる場合でも、妨害されずに検出装置に
到達できるという利点を提供する。
【００２４】
　本発明の更なる好都合な実施形態は、複数の個別画像を、検出装置を用いて、各製品に
対して記録することを特徴とする。製品に関する個別画像又は製品上の光線を記録するこ
とによって、製品の輪郭経路を検出し、その結果、赤身組織構造の位置を、製品の全長に
亘り決定する。
【００２５】
　本発明の更なる好都合な実施形態は、個別画像に基づいて、分析手段を用いて、境界線
を、赤身組織構造と製品の他の製品領域との間で検出することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の更なる有利な実施形態によると、分析手段を用いて境界線を決定するために、
同じ光強度の線を個別画像において決定する。各利点については、本発明による装置と関
連して、既に説明しており、繰返しを避けるため、当該説明に相当する記載を参照するも
のとする。
【００２７】
　本発明の更なる好適な及び／又は好都合な特徴及び実施形態は、サブクレーム及び説明
から生じる。特に好適な実施形態については、添付図を参照して更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による装置の第１実施形態について、側面図で示した図式的描写。
【図２】マグロ族の魚の断面についての図式的描写。
【図３】マグロ族の魚の切り身について、搬送装置の一部を含んで斜視図で示した図式的
描写。
【図４】図３で示したマグロ族の魚の切り身、及び搬送装置の一部について、断面図で示
した図式的描写。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、本発明による装置１０の第１実施形態についての図式的描写を、側面図で示し
ている。装置１０は、搬送装置１１を含み、該搬送装置を用いて、製品１２を搬送方向Ｆ
に連続的に輸送する。例えば、搬送装置１１を、無端コンベヤとして形成する。製品１２
を、好適には、被解体動物体の一部分、例えば魚、肉又は家禽の一部分とする。特に好適
には、製品１２を、マグロ族の魚の切り身とする。
【００３０】
　また、装置１０は、光源１３を含む。光源１３を、面状照射野３１を発するように適合
、設計し、面状照射野３１は、搬送方向Ｆを横断して走る光線を形成する。つまり、光源
１３を、搬送方向Ｆに対して横断方向に走る光線を、製品１２上に形成するように設計し
、適合する。
【００３１】
　また、装置１０は、光センサ手段を有する検出装置１４を含む。或いは、検出装置１４
は、複数のセンサ手段を含む。光センサ手段を、製品１２による反射光３２の一部を受光
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するように設計、適合する。光センサ手段を、例えば、ＣＣＤカメラ又はＣＣＤラインカ
メラとして構成する。好適には、光源１３を、赤外光源とする。特に好適には、光源１３
を、赤外線波長域で発光するように構成する。或いは、光源１３は、赤外域から始まり赤
色可視光線までの波長域をカバーする。
【００３２】
　光源１３を、搬送方向Ｆに対する面状照射野３１の平面が、９０°未満の照射野角度α
で傾斜するように配設する。つまり、該平面を、好適には、搬送方向Ｆに直交させず、面
状照射野３１の平面が、製品１２の表面に垂直に当たらず、対応する角度だけ傾斜するよ
うにする。面状照射野３１を傾斜位置とすることで、製品１２の表面形状に応じて製品１
２上で光線が歪み、それにより製品１２の形や表面形状を、光線の経路から断定できる。
【００３３】
　好適には、検出装置１４の光センサ手段を、製品１２の表面形状に従って走る光線の画
像を記録するように設計、適合させ、且つ光源１３が発する光の各波長に適合させる。
【００３４】
　或いは、検出装置１４は、別の波長域、例えば、可視域における画像又は画像データを
記録するよう構成、設計した更なる光センサを含んでもよい。検出装置１４を、この場合
、複数の光センサからの信号を処理するよう構成する。例えば、検出装置１４は、複数の
光センサの記録画像を重畳する処理手段を含む。
【００３５】
　また、光源１３に加えて、更なる光源（図示せず）を、可視波長の光で製品１２を照明
するために配設する。それに対して、検出装置１４は、製品１２の画像を受信する及び赤
外領域で製品上を走る光線を受光する光センサ手段を含み、加えて、更なる光センサ手段
（図示せず）を、可視光波長域で製品１２の画像を受信するように配設する。特に好適に
は、光センサ手段及び更なる光センサ手段を、一体型センサ手段として形成する、即ち、
１個のセンサ手段に結合させる。例えば、この１個のセンサ手段を、赤外線と可視光波長
域の両方に感度を有するカメラとして構成する。つまり、好適には、検出装置１４は、赤
外線と可視光波長域の両方で画像を記録するよう設計、適合させた１個のセンサ手段だけ
を含む。上述したように、検出装置１４を、好適には、処理手段を用いて、可視赤外光波
長域で記録した画像、組成物に関する更なる情報、特に製品１２の表面形状を組合せて、
決定するように適合する。例えば、このように、製品の幅又は製品の輪郭等、製品１２の
表面形状データを決定できる。
【００３６】
　図２を参照すると、マグロ族の魚の断面に関する図式的な描写を示しており、赤身組織
構造１６を非接触で識別する本発明による装置の機能について、一例として説明する。図
２で示した赤身組織構造１６は、血合い肉である。しかしながら、本発明は、マグロ族の
魚における血合い肉１６を識別することに限定されず、原則として他の製品１２、即ち、
例えば他の動物の切り身又は肉部分にも適する。
【００３７】
　図２で示したマグロ族の魚の極めて図式的な断面図では、血合いの濃い赤身組織構造１
６である血合い肉を囲む筋線維１５を示している。赤身組織構造１６は、次に、背骨１７
を囲んでいる。大血管１９は、背骨１７と腹腔１８との間に配置され、とりわけ血合い肉
の活発な血液循環に関与する。筋線維１５と血合い肉は、半透明の組織である。筋線維１
５と、血合い肉を有する赤身組織構造１６とでは、不透明さが異なる、即ち、其々の光透
過性が、異なる。不透明さが異なるため、製品１２の表面上の光線は、異なる幅で出現す
る。血合い肉を識別するために、特に光線の幅を評価して、光学センサが記録した画像を
分析するように、検出装置１４を設計、適合する。好適には、光源１３と光センサ手段を
、離隔して配設する、即ち、光源１３と光センサ手段を、例えば製品１２の高さ輪郭を決
定するために、搬送方向Ｆに対して互いに離間して配設する。
【００３８】
　更に好適には、図１に示したような検出装置１４を、製品１２による反射光３２の一部
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を、搬送方向Ｆに対して９０ 未満の視野角βで記録するように、配設する。ここでの視
野角βは、搬送方向Ｆと反射光部分３２との間の角度とする。つまり、光源１３と検出装
置１４を、面状照射野３１を用いた製品１２の照明と、製品１２による反射光３２の一部
の記録の両方とが、斜角で行われるように配設する。
【００３９】
　有利には、光源１３と検出装置１４とを、照射野角度αが、視野角βよりも大きくなる
ように、更に配設する。照射野角度αと視野角βとの間の角度差δを、製品１２上に当た
る面状照射野３１と反射光部分３２との間の角度とする。
【００４０】
　好適には、検出装置１４を、搬送方向Ｆで、光源１３の下流に配設する。つまり、製品
１２を搬送方向Ｆに対して斜角で照明するように、且つ反射光部分３２の少なくとも一部
の成分が、同様に搬送方向Ｆを向くように、検出装置１４と光源１３を配設する。
【００４１】
　更に好適には、光源１３を、線状レーザとして構成する。好適には、５～５００ｍＷの
パワーを有する線状レーザを使用する。或いは、光源１３を、上記面状照射野３１及び製
品１２上を走る光線を生成するために、それに対応する強力な光線及び適合レンズを備え
た従来の光源とする。
【００４２】
　特に好適には、光源１３の波長を、６００ｎｍ～１２００ｎｍ、即ち、赤色可視光線か
ら赤外領域に亘る波長域とする。更に好適には、光源１３の波長を、６５０ｎｍ～９００
ｎｍとし、その結果、赤身組織構造１６等の血合いの濃い組織の吸収特性に最適に適合す
る。
【００４３】
　有利には、検出装置１４を、製品１２に関する複数の個別画像を記録するように設計、
適合する。つまり、検出装置１４を、複数の連続的に輸送する製品１２の断片を表す、製
品１２に関する幾つかの個別画像を、記録するように構成する。
【００４４】
　更に好適には、検出装置１４は、記録した個別画像を分析するように設計、適合する分
析手段を含む。このために、分析手段を、赤身組織構造１６、特に血合い肉の領域と他の
製品領域３３、例えば筋線維１５との境界線を、個別画像に基づいて、決定するように更
に設計、適合する。
【００４５】
　好適には、分析手段を、境界線を決定するために、個別画像において同じ光強度の線を
検出するように設計、適合する。境界線は、赤身組織構造１６と他の組織部分、特に筋線
維１５との間にある遷移部を画定する。
【００４６】
　図３は、マグロ族の魚の切り身について、搬送装置１１の一部を含んで、斜視図で図式
的に示している。赤身組織構造１６の上記領域について、図３では、血合い肉の条片２０
として見ることができる。製品１２、例えばマグロ族の魚の切り身を、背骨１７に沿って
搬送方向Ｆに指向させ、図３で図式的にのみ示した搬送装置１１によって、連続的に輸送
する。
【００４７】
　また、有利には、本発明は、製品１２から赤身組織構造１６の条片２０を除去する構成
も含む。この構成は、１つの製品１２又は複数の製品１２における赤身組織構造１６を非
接触で識別するための上記装置を含む。また、この構成は、切断装置２１（図示せず）を
含む。切断装置２１を、製品１２から赤身組織構造１６の条片２０を部分的又は完全に除
去するよう設計、適合する。切断装置２１を、制御装置（図示せず）を用いて制御する。
制御装置は、赤身組織構造１６、特に条片２０を非接触で識別する本発明による装置を用
いて決定した領域を、製品１２から完全に又は部分的に除去するように、切断装置２１を
制御する。切断装置を、任意には、条片２０を、製品１２から完全に除去する、又は部分
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る又は打ち抜くことによって部分領域で除去するものの、例えば、手作業による加工によ
って製品１２から決定的に除去するために、切断後も製品１２に繋げた状態にしておく。
【００４８】
　好適には、切断装置２１を、製品１２と切断装置２１との間の距離－特に垂直方向の距
離－を、可変に構成するように、製品１２に対して移動可能に構成する。特に好適には、
切断装置２１は、少なくとも１個のアクチュエータ（図示せず）を含む。アクチュエータ
を用いて、切断装置２１を、制御可能に構成する、即ち、切断装置２１の位置を、製品１
２に対して、又は搬送装置１１に対して変化可能に構成する。制御装置を用いて、切断装
置の位置を、赤身組織構造又は条片２０を、製品１２から部分的又は完全に除去するよう
に制御する。
【００４９】
　有利には、切断装置２１の高さ、即ち、各切断縁部と製品１２との距離を可変に構成す
る。このように、製品１２における切断装置２１の没入深さを、赤身組織構造１６又は条
片２０を部分的又は完全に除去するのに可変に構成する。
【００５０】
　図４は、図３で示したマグロ族の魚の切り身及び搬送装置１１の一部の図式的な描写を
断面図で示している。搬送方向Ｆは、図４の画面に向いている。中央には、血合い肉の赤
身組織構造１６の領域を、他の製品領域３３が両側で隣接する条片２０の形で、見ること
ができる。
【００５１】
　また、本発明は、被解体動物体の製品１２における赤身組織構造１６を非接触で識別す
る方法を含む。繰返しを避けるために、本発明による方法に関連して、本発明による装置
１０及び本発明による構成に関する記載を、十分に参照するものとする。装置１０及び構
成に関連して行った記載は、本発明による方法に準用できる。本発明による方法の順序を
明確にするために、本方法の選択した態様について、以下で更に説明する。
【００５２】
　本明細書でこれまでに記載した種類の方法は、以下のステップを含む。製品１２を、搬
送方向Ｆに、検査領域３０を通して連続的に輸送する。検査領域３０を、図１で示した光
源１３及び検出装置１４で形成する。検査領域３０は、図１の点線で区切った検出装置１
４の検出領域を含む。光源１３を用いて、製品１２を、面状照射野３１で照明し、光源１
３又は光源１３で照射した面状照射野３１を、搬送方向Ｆに対して横断方向に走る光線を
形成するように、構成する。製品１２による反射光の一部３２を、検出装置１４の光学セ
ンサ手段を用いて記録する。反射光部分３２は、製品の表面で直接反射した光の両部分を
指すが、特に製品１２の深層まで貫通し、深層内で散乱する光の一部を指す。光源１３は
、製品１２を照明し、赤外光源として構成される。また、搬送装置１１に対する面状照射
野の平面を、９０°未満の照射野角度αだけ傾斜させる。



(10) JP 6006435 B2 2016.10.12

【図１】
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【図３】

【図４】



(11) JP 6006435 B2 2016.10.12

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100098394
            弁理士　山川　茂樹
(72)発明者  グリム，オリヴァー
            ドイツ連邦共和国・１９０６１・シュヴェリーン・ツム　シュラッカー・１２４
(72)発明者  リュンガー，ビヨルン
            ドイツ連邦共和国・２３５６２・リュベック・クリスティアン－ドップラー－リンク・１４ツェー
(72)発明者  イルムラー，アルネ
            ドイツ連邦共和国・２３５６２・リュベック・エルンスト－アッベ－シュトラーセ・４

    審査官  奥田　雄介

(56)参考文献  特表平０３－５０５５２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０４４０４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－０２７３３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－１６４２８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平３－２８７５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　２１／１７　　　　
              Ｇ０１Ｎ　　２１／２７　　　　
              Ｇ０１Ｎ　　２１／３５９　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

